
 

 

Bulletin No.2026-08 

2026 年 5 月 12 日 

CATERHAM CUP JAPAN 事務局 

 

エントラント 及び 関係者 各位 

 

CATERHAM CUP JAPAN2026 TECHNICAL REGULATION 

の追加について 

 

①CATERHAM CUP JAPAN2026 シリーズ TECHNICAL REGULATION「第 10 条 車体」10-2-12 項を追加

し、下記内容を即時適用する。 

 

 

追加 

 

10．車体 

10-2 空力装置 

10-2-12 フロントグリル 

事務局認定部品に限り変更が認められる。（下記参照）但し、取り外しは認めない。 

ラジエーターコアの破損防止の為、防護ネットを取付けることができる。特に認定部品へ変更する場合は防護ネ

ット取付けを強く推奨する。 

なお、防護ネットの取付けは車体側の形状に影響することなく，また簡易な取付けは許されない。 

認定部品 

①NOSE CONE GRILLE. Black. with 「Big 7 Logo」. S3 1990-on 品番 300P0106A 

②NOSE CONE GRILLE. Grey. Big "7". S3 品番 77777A 

③NOSE CONE GRILLE. Bentley Style Mesh. Stainless Steel. S3. Seven Super Sprint  品番 3ABP0019A 

④Seven Sprint NOSE CONE GRILLE. Chromed. Seven Sprint 品番 3LP772A 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

②CATERHAM CUP JAPAN2026 シリーズ TECHNICAL REGULATION「第 10 条 車体」10-1 項を変更し、

下記内容を即時適用する。 

 

変更前 

 

10．車体 

10-1 自動車登録番号標 

 取り外しが認められる。但し純正ステーは装着し改造は許されない。 取り付け位置、方法の変更も許されない。 

取外しについてはサーキット施設内での走行イベント中に限定し、移動目的でサーキット施設場外へ持ち出す際

は 

車両への装着を厳守すること。また、自動車登録番号標は公道復帰車検時には必ず装着すること。 

曲がった番号標での出走・移動は認められず、直ちに修正すること。 

 

 

変更後 

 

10．車体 

10-1 自動車登録番号標 

 自動車登録番号標及び純正フロントナンバーステーの取り外しが認められる。 

但し、改造、取付位置の変更、取付方法の変更は許されない。 

取外しについてはサーキット施設内での走行イベント中に限定し、移動目的でサーキット施設場外へ持ち出す際

は車両への装着を厳守すること。また、自動車登録番号標及び純正フロントナンバーステーは公道復帰車検時に

は必ず装着すること。 

曲がった番号標での出走・移動は認められず、直ちに修正すること。 

 

 

 

以上  

 


